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６－１－１　大規模災害時における応急対策業務に関する協定

（趣　　旨）

第１条　この協定は、地震等異常な自然現象等により大規模災害が発生した場合において、青森県（以下県」という。）

が社団法人青森県建設業協会（以下「協会」という。）に対し、農林水産部及び県土整備部が管理する公共施設の応

急対策業務の実施に関し、その協力を要請するため必要な事項を定めるものとする。

（対象となる災害）

第２条　この協定の対象となる大規模災害は、地震、津波、豪雨その他の異常な自然現象及び大規模な事故による災害

で、県が協会に対し応急対策業務の実施について協力を要請する必要があると認めたものとする。

（協力業務の内容）

第３条　この協定に基づき県が協会に協力を要請する応急対策業務（以下「協力業務」という。）の内容は応急復旧工

事（障害物除去用等の重機・資機材等の調達を伴う工事を含む。）の実施とする。

（契約の締結）

第４条　県は協会に対し協力を要請したときは、遅滞なく協力業務に関する契約を締結し、当該業務に要した費用を負

担するものとする。

（連絡窓口）

第５条　この協定に関する県の連絡窓口は県土整備部整備企画課とする。

（協　　議）

第６条　この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、県及び協会が協議して定めるも

のとする。

（適　　用）

第７条　この協定は、平成20年１月31日から適用する。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、県及び協会が記名押印の上、各自その1通を保有する。

平成20年１月31日

青森市長島1丁目1番１号

青森県知事　三　村　申　吾

青森県青森市安方二丁目９番１３号

　　社団法人青森県建設業協会

会　長　　　杉　山　東　幹

６−１−１　大規模災害時における応急対策業務に関する協定
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大規模災害時における応急対策業務に関する協定の実施細目

（趣　　旨）

第１条　この実施細目は、大規模災害時における応急対策業務に関する協定（以下「協定」という。）第６条の規定に

基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。

（連絡調整）

第２条　協力業務の円滑な執行を確保するため、協会の支部を所管する地域県民局の長（以下「所管地域県民局長」と

いう。）は、地域県民局との連絡調整に当たるものとする。

（支部会員等名簿の提出）

第３条　協会の支部長（以下「協会支部長」という。）は、所管地域県民局長に対し、当該支部に所属する会員等（以

下「協会支部会員等」という。）の名簿を毎年４月20日までに提出するものとする。

２　協会支部長は、前項の規定により提出した名簿に変更が生じたときは、速やかに所管地域県民局長に報告するもの

とする。

（協力要請地域の担当会員等）

第４条　所管地域県民局長は、地域の実情等を考慮し所管区域を細分して、あらかじめ協力業務に関する協力要請区域

を定めるものとする。

２　協会支部長は、第３条の規定により提出した名簿の中から、所管地域県民局長の助言を得て、前項の協力要請地域

ごとに協力業務を行う複数の協会支部会員等（以下「担当会員等」という。）を配置し、その旨を当該担当会員等に

通知するとともに、配置した担当会員等の名簿を所管地域県民局長に提出するものとする。

（応急復旧工事の事前準備）

第５条　担当会員等は、次に揚げる場合は、自主的に準備体制をとるものとする。

� 震度５以上の地震が発生した場合

� 大津波が発生した場合

� 前各号に揚げるもののほか、豪雨その他異常な自然現象及び大規模な事故による災害が発生した場合

２　担当会員等は、前項の規定にかかわらず、所管地域県民局長が災害発生のおそれがあると判断し協力の要請を行っ

た場合は、準備体制をとるものとする。

３　担当会員等は、協力要請区域内の被災状況について自主的に情報収集に努めるものとする。

（応急復旧工事の実施）

第６条　所管地域県民局長は、応急復旧工事を実施する必要があると認めるときは、原則として担当会員等の中から工

事施工者を選定し、当該工事の実施について協力を要請することができる。

２　所管地域県民局長は、第４条の協力要請区域のうち特定の区域の被災が著しいと認めるときは、他の協力要請区域

の担当会員等に対し協力を要請することができる。

（協力業務の実施に係る損害）

第７条 協力業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼした場合又は障害物除去等の重機・資機材等に損害が生じた場合に
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あっては、担当会員等は遅滞なく当該事実を書面により協会支部長を経由して所管地域県民局長に報告するものとす

る。この場合において、県及び協会員等が負担する額等については、双方協議して定めるものとする。

（防災体制の連携強化）

第８条　所管地域県民局長は、応急対策業務の円滑な実施を図るため、協会支部会員等をもって構成する「地域防災活

動連絡協議会」を設置するものとする。

附　則　この実施細目は、平成10年３月10日から施行する。

この実施細目は、平成13年５月11日から施行する。

この実施細目は、平成20年１月31日から施行する。
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６－１－２　災害時における応急対策業務に関する協定【�青森県測量設計業協会】

青森県（以下「県」という。）と、社団法人青森県測量設計業協会（以下「協会」という。）は、災害時における青森

県所管施設の災害応急対策業務に関わる測量・調査・設計業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。

（目　　的）

第１条　この協定は、地震災害や風水害等、異常な自然現象又は予期できない災害等が発生し、青森県農林水産部又は

県土整備部が管理する施設（工事中の施設を含む。以下「所管施設」という。）が被災した場合において、県がその

応急対策業務を実施するに当たり、協会への協力を要請するために必要な事項を定め、被害の拡大防止と被災施設の

早期復旧に資することを目的とする。

（業務の実施範囲）

第２条　業務の実施範囲は、所管施設において発生した災害箇所とする。

（業務の内容）

第３条　県は、所管施設が被災し、協会の出動が必要と認めるときは、被災状況に応じて、協会に出動を要請すること

ができるものとする。

２　協会は、県からの出動要請があったときは、速やかに所管施設の被災状況を把握し、県の指示に基づき当該所管施

設の応急対策に関する測量・調査・設計の業務を早急に実施するものとする。

３　協会は、県からの出動要請に対する連絡体制を定めておくものとする。

４　協会は、応急対策に関する測量、調査、設計の業務を速やかに実施するため、あらかじめ、必要な技術者及び器材

等（以下「技術者等」という。）の確保、動員の方法を定めておくものとする。

（契約の締結）

第４条　県は、協会に出動を要請したときは、遅滞なく業務委託契約を締結するものとする。

（損害の負担）

第５条　協会は、業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼした場合又は技術者等に損害が生じた場合には、遅滞なく当該

事実を書面により県に報告し、その措置について双方が協議してこれを定めるものとする。

（そ の 他）

第６条　本協定の実施に関し必要な事項、本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた事項については、そ

の都度、双方が協議してこれを定めるものとする。

（運　　用）

第７条　この協定は、協定を締結した日から適用する。

本協定の証として、本書2通を作成し、県、協会が記名押印の上、各々１通を保有する。

平成21年３月16日

青森市長島一丁目1－1

青森県知事　三　村　申　吾

青森市中央一丁目１－８

社団法人青森県測量設計業協会

会　長　　　永　瀬　征　良

６−１−２　災害時における応急対策業務に関する協定【青森県測量設計業協会】
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災害時における応急対策業務に関する協定の実施細目

（趣　　旨）

第１条　この実施細目は、災害時における応急対策業務に関する協定（以下「協定」という。）第６条の規定に基づき、

協定の実施に必要な事項を定めるものとする。

（連絡調整の窓口）

第２条　協定に関する県の窓口は、農林水産部農林水産政策課、県土整備部整備企画課とする。また、協会の窓口は協

会本部とする。

２　応急対策業務に関する県の窓口は、所管する地域県民局の地域農林水産部関係課（別紙－１協定及び応急対策業務

の体制のとおり）及び地域整備部企画整備課とする。また、協会の窓口として所管する地域県民局毎に地区総括責任

者（以下「各地区総括責任者」という。）を置く。

３　協定及び応急対策業務に関する体制は、別紙－１に示すとおりとする。

（協会会員名簿等の提出）

第３条　各地区総括責任者は、所管する地域県民局長（以下「所管地域県民局長」という。）に対し、地区に所属する

　会員（以下「協会地区会員」という。）の名簿及び連絡体制を毎年4月20日までに提出するものとする。
２　各地区総括責任者は、前項の規定により提出した名簿等に変更が生じたときは、速やかに所管地域県民局長に報告

するものとする。

（出動要請）

第４条　協定第３条第１項に規定する出動要請は、所管地域県民局長から各地区総括責任者に対して行うものとする。

２　各地区総括責任者は、前項の要請があったときは、所管する地域県民局の地域農林水産部長又は地域整備部長と協

議の上、出動する協会地区会員を決定し、その結果を所管地域県民局長へ報告するものとする。

（契約の相手方）

第５条　協定第4条に規定する契約は、所管地域県民局長と協会地区会員との間で締結するものとする。

（損害が生じた場合の措置）

第６条　協定第５条に規定する報告は、協会地区会員から所管地域県民局長に対して書面により行うものとする。

（協定の廃止）

第７条　協定は、締結後、県、協会いずれかの申出により廃止することができるものとする。なお、申出の期限は、廃

止する期日の一箇月前までとする。

附則　この実施細目は、平成21年３月16日から施行する。
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６－１－３　災害時における応急対策業務に関する協定【東北６県他】

国土交通省東北地方整備局（以下「甲」という。）並びに東北６県（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福

島県）及び仙台市（以下「乙」という。）は、災害時における応急対策業務（以下「業務」という。）の実施に関し、

(社)日本土木工業協会東北支部（以下「丙」という。）と次のとおり協定する。

（目　　　　　的）

第１条　この協定は、甲又は乙が管理若しくは工事中の施設が、地震・大雨等の異常な自然現象、予期できない災害等

により被災したときに丙が実施する業務の方法を定め、もって、被害の拡大の防止と被害施設の早期復旧に期するこ

とを目的とする。

（業務の実施範囲）

第２条　業務の実施範囲は、甲又は乙が管理若しくは工事中の公共土木施設（以下「所管施設」という。）における災

害発生箇所とする。

（業 務 の 内 容）

第３条　甲又は甲の所掌する事務所等の長は、甲の所管施設に災害が発生し必要と認めるときは、丙の会員に出動を要

請することができるものとし、出動を要請したときには、速やかに要請内容を丙に連絡するものとする。

２　丙の会員は、前項に定める要請があったときは、速やかに要請内容を丙に報告するとともに、できる限り速やかに

甲の所管施設の被災状況を把握し、甲又は甲の所掌する事務所等の長の指示により業務を実施するものとする。

３　乙は、乙の所管施設に災害が発生し必要と認めるときは、甲を通じて丙の会員の出動を丙に要請することができる

ものとする。

４　丙の会員は、前項に定める要請があったときは、できる限り速やかに乙の所管施設の被災状況を把握し、乙又は乙

の所掌する地方機関の長の指示により業務を実施するものとする。

（業務の実施体制）

第４条　丙は、業務を早急に実施できるよう前もって必要な建設機械、資材、労力等（以下「建設資機材等」という。）

の確保及び動員の方法を定め、その実施体制を甲に報告するものとする。

２　前項に基づき丙が甲に報告する実施体制は、丙の会員による編成表及び連絡系統とする。なお、丙は、実施体制に

変更が生じた場合には速やかに甲に報告するものとする。

３　甲は、甲の所掌する事務所等の長及び乙に第１項に基づく実施体制を通知しておくものとする。

（建設資機材等の報告）

第５条　丙は、建設資機材等の現状について甲が特に報告を求めたときは、速やかにその資料を甲に提出するものとす

る。

（契 約 の 締 結）

第６条　甲又は甲の所掌する事務所等の長が丙の会員に出動を要請したときは、甲又は甲の所掌する事務所等の長は丙

の当該会員と工事請負契約を速やかに締結するものとする。

２　乙が甲を通じて丙の会員の出動を丙に要請したときは、乙又は乙の所掌する地方機関の長は丙の当該会員と工事請

６−１−３　災害時における応急対策業務に関する協定【東北６県他】
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負契約を速やかに締結するものとする。

（有 効 期 限）

第７条　この協定の期間は、協定を締結した日から平成19年３月31日までの期間とする。

ただし、期間満了の１月前までに甲、乙又は丙のいずれからも何ら申し出のないときは、引き続き同一条件をもっ 

て更に１年間継続するものとし、当該継続期間が満了したときも同様とする。

（実施範囲の特例）

第８条　第２条に規定する範囲以外に特に必要として甲又は甲の所掌する事務所等の長が丙の会員に出動を要請した場

合は、特別な理由がない限り、丙の会員はこれに応じるものとする。

２　第２条に規定する範囲以外に特に必要として乙が甲を通じて丙の会員の出動を丙に要請した場合は、特別な理由が

ない限り、丙及び丙の会員はこれに応じるものとする。

（損害の負担）

第９条　業務の実施に伴い、甲、甲の所掌する事務所等の長、乙、乙の所掌する地方機関の長、丙又は丙の会員の責に

期さない理由により、第三者に損害を及ぼした場合又は建設資機材等の損害が生じた場合には、丙又は丙の会員は、

その事実の発生後速やかにその状況を書面により、甲に係るものについては甲又は甲の所掌する事務所等の長に、乙

に係るものについては乙又は乙の所掌する地方機関の長に報告するものとする。

（そ　の　他）

第10条　この協定の定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙及び丙が協議してこれを

定めるものとする。

この協定の証として、本書９通を作成し、それぞれ甲、乙又は丙が捺印の上、各自１通を保有するものとする。

平成１９年２月１９日

甲　国土交通省東北地方整備局

局長　　　　坪　香　　　伸

乙　青森県知事　三　村　申　吾

岩手県知事　増　田　寛　也

宮城県知事　村　井　嘉　浩

秋田県知事　寺　田　典　城

山形県知事　齋　藤　　　弘

福島県知事　佐　藤　雄　平

仙台市長　　梅　原　克　彦

丙　社団法人日本土木工業協会

東北支部長　赤　沼　聖　吾
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６−１−４　災害時における応急対策業務に関する協定

　青森県（以下「県」という。）と一般社団法人建設コンサルタンツ協会東北支部（以下「協会」という。）は、災害

時における青森県所管施設の災害応急対策業務に関わる測量・調査・設計の業務の実施に関し、次のとおり協定を締結

する。

（目　的）

第�１条　この協定は、地震災害や風水害等、異常な自然現象又は予期できない災害等が発生し、県が所管する公共土木

施設（工事中の施設を含む。以下「所管施設」という。）が被災した場合において、県がその応急対策業務を実施す

るに当たり、協会への協力を要請するために必要な事項を定め、被害の拡大防止と被災施設の早期復旧に資すること

を目的とする。

（業務の実施範囲）

第２条　業務の実施範囲は、所管施設において発生した災害箇所とする。

（業務の内容）

第�３条　県は、所管施設が被災し、協会の出動が必要と認めるときは、被災状況に応じて、協会に出動を要請すること

ができるものとする。

２�　協会は、県からの出動要請があったときは、速やかに所管施設の被災状況を把握し、県の指示に基づき当該所管施

設の応急対策に関する測量・調査・設計の業務を早急に実施するものとする。

３　協会は、県からの出動要請に対する連絡体制を定めておくものとする。

４�　協会は、応急対策に関する測量・調査・設計の業務を速やかに実施するため、あらかじめ、必要な技術者及び器材

等（以下「技術者等」という。）の確保並びに動員の方法を定めておくものとする。

（契約の締結）

第４条　県は、協会に出動を要請したときは、遅滞なく業務委託契約を締結するものとする。

（損害の負担）

第�５条　協会は、業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼした場合又は技術者等に損害が生じた場合には、遅滞なく当該

事実を書面により県に報告し、その措置について双方が協議してこれを定めるものとする。

（そ　の　他）

第�６条　本協定の実施に関し必要な事項、本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた事項については、そ

の都度、双方が協議してこれを定めるものとする。

（運　　　用）

第７条　この協定は、協定を締結した日から適用する。
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　本協定の証として、本書２通を作成し、県、協会が記名押印の上、各々１通を保有する。

平成25年11月13日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　青森市長島一丁目１－１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青森県知事　　三村　申吾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙台市青葉区国分町３-６-１１　アーク仙台ビル７F

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人建設コンサルタンツ協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北支部　支部長　　遠藤　敏雄
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災害時における応急対策業務に関する協定の実施細目

（趣　旨）

第�１条　この実施細目は、災害時における応急対策業務に関する協定（以下「協定」という。）第６条の規定に基づ

き、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。

（連絡調整の窓口）

第�２条　協定に関する県の窓口は、県土整備部整備企画課とする。また、協会の窓口は、（一社）建設コンサルタン

ツ協会東北支部とする。

２�　応急対策業務に関する県の窓口は、所管する地域県民局の地域農林水産部関係課、地域整備部企画整備課、青森

空港管理事務所土木施設及び八戸工業用水道管理事務所給水課とする。

３　協定及び応急対策業務に関する体制は、別紙‐１に示すとおりとする。

（協会会員名簿等の提出）

第�３条　協会は、青森県県土整備部整備企画課に対し、所属する会員（以下「協会会員」という。）の名簿及び連絡

体制を毎年４月20日までに提出するものとする。

２�　協会は、前項の規定により提出した名簿等に変更が生じたときは、速やかに青森県県土整備部整備企画課に報告

するものとする。

（出動要請）

第�４条　協定第３条第１項に規定する出動要請は、被災した所管施設を所管する地域県民局長、青森空港管理事務所

長又は八戸工業用水道管理事務所長（以下「所管地域県民局局長等」という。）から協会に対して応急対策業務出

動要請書（様式‐１）により行うものとする。

２�　協会は、前項の要請があったときは、出動する協会会員を所管地域県民局長等へ応急対策業務出動報告書（様式

‐２）により報告するものとする。

（契約の相手方）

第５条　協定第４条に規定する業務委託契約は、所管地域県民局長等と協会会員との間で締結するものとする。

（損害が生じた場合の措置）

第�６条　協定第５条に規定する報告は、協会会員から所管地域県民局長等に対して書面（建設関連業務提出書類‐

１９（事故報告書））により行うものとする。

（協定の廃止）

第�７条　協定は、締結後、県、協会いずれかの申出により廃止することができるものとする。なお、申出の期限は、

廃止する前日の一箇月前までとする。

　附則　この実施細目は、協定の締結の日から施行する。
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６−１−５　東北地方における災害等の相互応援に関する協定

　国土交通省東北地方整備局（以下「東北地方整備局」という。）、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島

県、仙台市及び東日本高速道路株式会社東北支社(以下「構成機関」という。)は、災害等が発生し、又はそのおそれが

ある場合の相互応援をより円滑に行うために、次のとおり協定を締結する。

（目　　的）

第�１条　この協定は、構成機関が所管する区域内において災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合の相互応援

の内容を定め、もって災害等の拡大の防止と被災施設の早期の応急復旧に資することを目的とする。

（応援内容）

第２条　応援の内容は、次の各号に掲げる内容とする。

　一　情報の収集・提供（現地情報連絡員（リエゾン）の派遣を含む。）

　二　構成機関への職員の派遣

　三　災害に係る専門家の派遣

　四　構成機関が保有する車両、建設機械、応急組立橋等応急復旧資機材の貸し付け

　五　構成機関が保有する通信機器等の貸し付け及び操作員の派遣

　六　通行規制等の措置

　七　構成機関が関係団体等に対し要請が必要な場合の協力

　八　必要最小限の災害等緊急対応

　九　その他必要と認められる事項

（災害等状況調査並びに連絡）

第�３条　災害等が発生し、被災した構成機関が、本協定により他の構成機関からの応援を要請する場合は、その内容を

東北地方整備局に連絡するものとする。

２�　東北地方整備局は、被災した構成機関から上記の連絡があった場合、その内容を他の構成機関に連絡するものとす

る。

（応援要請の手続き）

第�４条　応援を要する構成機関は、第２条に定める応援内容を明らかにし、口頭もしくは電話により応援を要請し、後

日、応援した構成機関に対し、速やかに文書で応援要請手続きを行うものとする。

（応援要請によらない応援）

第�５条　災害等が発生し、被災による連絡不能又は災害等に伴う進行性のある災害等の発生により、被災した構成機関

から応援の要請はないが、特に緊急を要し応援の要請を待ついとまがないと認められる場合においては、前条の規定

にかかわらず、構成機関は第２条の規定に関し独自の判断により応援できるものとする。

（応援の実施）

第�６条　第４条の規定により応援要請を受けた場合もしくは前条の規定により応援の判断をした場合、構成機関は可能

な限り相互に協議のうえ、応援を行うものとする。
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（応援の終了）

第７条　前条の応援の終了については、現地の状況等を踏まえ、構成機関が相互に協議のうえ終了するものとする。

（費用負担）

第�８条　第４条及び第５条に基づく第２条第２号から第９号までの応援に要する費用は、応援を受けた構成機関の負

担とする。ただし、別に定める場合及び応援を受けた構成機関と応援を行った構成機関で協議した結果、合意が得

られた場合についてはこの限りではない。

（他の協定等との関係）

第�９条　この協定は、構成機関が既に締結している他の相互応援協定等による応援及び新たな相互応援協定等を妨げ

るものではない。

（そ の 他）

第�10条　この協定に定めのない事項は、構成機関が協議して定めるものとする。

２　この協定の実施に関し必要な事項は、別途、定めるものとする。

　付　則

　１�　平成21年3月26日に締結された「東北地方における国土交通省所管公共施設の災害時の相互応援に関する申合

せ」は、これを廃止する。

　平成31年３月25日

国土交通省　東北地方整備局長　　髙　田　昌　行

青森県知事　　三　村　申　吾

岩手県知事　　達　増　拓　也

宮城県知事　　村　井　嘉　浩

秋田県知事　　佐　竹　敬　久

山形県知事　　吉　村　美栄子

福島県知事　　内　堀　雅　雄

仙台市長　　郡　　　和　子

東日本高速道路株式会社　東北支社長　　松　﨑　　　薫
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東北地方における災害等の相互応援に関する協定における協定実施細目

（趣　　旨）

第�１条　この協定実施細目は、東北地方における災害等の相互応援に関する協定（以下「協定」という。）第10条第

２項の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものである。なお、「災害等」とは、構成機関相互の応援

が必要と認められる事案をいう。例えば、地震、大雨等の自然災害、林野火災、原子力災害、及び鳥インフルエン

ザの発生等をいう。

（東北地方整備局の応援内容の想定）

第�２条　国土交通省東北地方整備局（以下、「東北地方整備局」とする。）が実施する協定の第２条で定める応援内

容は、次のとおり想定している。

１．「情報の収集・提供（現地情報連絡員（リエゾン）の派遣を含む）」とは以下の項目をいう。

　⑴　画像提供

　　�　河川、砂防、道路CCTV、ヘリコプター画像、衛星通信車、Ku-SAT画像の提供、TV会議の開催、海保、自衛

隊等から提供された画像の転送、他の地方整備局から提供された画像の転送等。

　⑵　情報収集

　　　被災自治体に派遣された現地情報連絡員（リエゾン）による情報収集等。

２�．「構成機関への職員の派遣」とは、東北地方整備局、他の地方整備局、北海道開発局及び国土技術政策総合研究

所の職員による緊急災害対策派遣隊（TEC－FORCE）を想定している。

３�．「災害に係る専門家の派遣」とは、国土交通省以外の機関である独立行政法人土木研究所、建築研究所、港湾空

港技術研究所等の専門家の派遣を想定している。

４．「構成機関が保有する車両、建設機械、応急組立橋等応急復旧機材の貸し付け」とは、以下の項目をいう。

　⑴　貸与機械

　　�　東北地方整備局は、構成機関に貸与する機械設備として、災害対策用機械・通信設備一覧表及び道路維持用機

械・除雪機械一覧表を、年度当初に構成機関へ報告するものとする。

　⑵　運用報告

　　�　貸与を受けた構成機関は、貸与期間中の機械設備の稼働時間等、その運用結果　について、様式－３を用いて

東北地方整備局に報告するものとする。

　⑶　貸与期間

　　�　他の災害等への対応に備え、貸与期間は、設置が終了した日から要請者側が応急対策資機材の現場配備を整え

るまでの必要最小限度の期間とする。なお、東北地方整備局は貸与機械設備の引き揚げに当たっては、貸与した

構成機関に対して、事前に代替え措置について提案助言するとともに、引き揚げの時期について協議するものと

する。

５．「構成機関が保有する通信機器の貸し付け及び操作員の派遣」とは、以下の項目をいう。

　⑴　貸与通信設備

　　�　東北地方整備局は、構成機関に貸与する通信設備として、災害対策用機械・通信設備一覧表を、年度当初に構

成機関へ報告するものとする。

　⑵　操作員の派遣

　　　貸与する通信設備の操作員を、通信設備と共に派遣できるものとする。
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　⑶　運用報告

　　�　貸与を受けた構成機関は、貸与期間中の通信設備の稼働時間等、その運用結果について、様式－３を用いて東

北地方整備局に報告するものとする。

　⑷　貸与期間

　　�　他の災害等への対応に備え、貸与期間は、設置が終了した日から要請者側が応急対策資機材の現場配備を整え

るまでの必要最小限度の期間とする。なお、東北地方整備局は貸与通信設備の引き揚げに当たっては、貸与した

構成機関に対して、事前に代替え措置について提案助言するとともに、引き揚げの時期について協議するものと

する。

６�．「通行規制等の措置」とは、直轄国道の如何に係わらず、道路啓開、応急復旧及び通行規制の支援をするものと

する。

７�．「構成機関の関係団体等に対する要請」とは、「災害時における応急対策業務に関する協定」第３条３項に基づ

き、自治体の災害等に関し、東北地方整備局が（一社）日本建設業連合会等に出動を要請するものである。

８．「必要最小限の災害等緊急対応」とは、以下の項目をいう。

　⑴　災害等緊急対応事業

　　�　災害等発生直後の緊急調査等で発見された被災箇所で、最終的に応急復旧等を実施する者が不明あるいは未調

整で、実施主体や分担が決定されるまでの間、放置すれば被害拡大及び二次災害のおそれがあるため、民生の安

定上、国が主体となって、緊急的に対応を実施する必要がある場合に実施

　⑵　要請に基づく緊急対応

　　　災害等により被災があった構成機関から要請を受けた場合に実施

（連絡担当部局）

第�３条　協定第３条で定める連絡のため、構成機関は、相互応援のための連絡担当局部課名、連絡責任者及び同補助

者の役職、氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。

（応援要請の方法）

第�４条　協定第４条で定める応援要請は、口頭もしくは電話で連絡責任者に連絡するものとし、後に、様式－１を用

いて文書を速やかに提出するものとする。

（応援内容）

第�５条　協定第６条で定める応援内容を決定した場合は、別添様式－２を用いて応援先構成機関あて報告するものと

する。

（費用負担）

第�６条　東北地方整備局が行う以下の応援内容については、協定第８条の定めによらず以下のとおり費用を負担する

ものとする。

１．協定第２条第２号の「構成機関への職員の派遣」の費用負担

　　東北地方整備局等の職員による応援については、東北地方整備局の負担とする。

２．協定第２条第３号の「災害に係る専門家の派遣」の費用負担

　　災害に係る専門家の派遣については、東北地方整備局又は各独立行政法人の負担とする。
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３�．協定第２条第４号「構成機関が保有する車両、建設機械、応急組立橋等応急復旧機材の貸し付け」及び第５号

「構成機関が保有する通信機器の貸し付け及び操作員の派遣」の費用負担

　⑴　費用負担

　　①　貸与機械・通信設備の使用料は無償とする。

　　②�　貸与期間中の燃料、操作員の賃金等は、貸与を受けた構成機関が支払うものとする。ただし、協議した結

果、合意が得られた場合はこの限りでない。

　⑵　負担区分（応急組立橋）

　　�　応急組立橋の貸与に係る費用は、搬出から運搬、設置、撤去、返納まで、全て貸与を受けた構成機関が負担す

るものとする。

　⑶　負担区分（応急組立橋以外）

　　　貸与機械・通信設備（応急組立橋以外）の配備に関する負担区分は次によるものとする。

　　①　当初設置までに要する費用は東北地方整備局が負担する。

　　②　貸与期間中の再移動、再設置に要する費用は貸与を受けた構成機関の負担とする。

　　③�　東北地方整備局は、当初設置終了後、貸与を受ける構成機関へ機械・通信設備の管理を移管するものとす

る。貸与期間中の機械・通信設備の損傷については、貸与を受けた構成機関が弁償するものとする。

　　④　引き揚げに要する費用のうち、機械・通信設備の運搬（回送）費は東北地方整備局が負担する。

　⑷　用語の定義

　　①　⑶の当初設置とは、災害対策用機械・通信設備を設置し機器本来の運用が可能な状態をいう。

　　②�　⑶の再設置とは、災害対策用機械・通信設備の移設または機能の増強の為の機器の増設等を行う場合をい

う。

４．協定第2条第８号の「必要最小限の災害等緊急対応」の費用負担

　⑴　災害等緊急対応事業の費用負担

　　　「災害等緊急対応事業」として実施した場合の費用については、東北地方整備局　が負担する。

　⑵　要請に基づく緊急対応の費用負担

　　�　「要請に基づく緊急対応」として実施した場合の費用については、要請を行った構成機関の負担とする。ただ

し、協議した結果、合意が得られた場合についてはこの限りではない。

（付則）

　この協定実施細目は、平成31年３月25日から効力を生ずる。
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様式－１

○ ○ － ○ ○ ○ ○

平成　　年　　月　　日

（応援を要請される構成機関の長）　殿

応援を要請する構成機関の長　　　　

（公印省略）　　　　

応援要請書

　「東北地方における災害等の相互応援に関する協定」第４条の規定に基づき、次のとおり応援要請します。

　１．場所（位置図等を添付）

　２．応援要請内容

　　（参考：記載内容の項目及び詳細）

　　　・被災情報の収集及び連絡

　　　・被災状況の調査

　　　・重機、資機材等の調達

　　　・応急対策工事の実施

　　　・その他特に必要な業務

担当者　　所属

　　　　　職氏名

　　　　　連絡先（TEL/FAX）
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様式－２

○ ○ － ○ ○ ○ ○

平成　　年　　月　　日

（応援を要請した構成機関の長）　殿

応援を要請された構成機関の長　　　　

（公印省略）　　　　

協定第６条に基づく応援の実施について

　「東北地方における災害等の相互応援に関する協定」第６条の規定に基づき、平成　　年　　月　　日付け○○－

○○○○で要請のあったことについては次のとおり行います。

　１．応援内容

　　（参考：記載内容の項目及び詳細）

　　　・被災情報の収集及び連絡

　　　・被災状況の調査

　　　・重機、資機材等の調達

　　　・応急対策工事の実施

　　　・その他特に必要な業務

担当者　　所属

　　　　　職氏名

　　　　　連絡先（TEL/FAX）
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様式－３

○ ○ － ○ ○ ○ ○

平成　　年　　月　　日

（応援を要請された構成機関の長）　殿

応援を要請した構成機関の長　　　　

（公印省略）　　　　

運用報告

　「東北地方における災害等の相互応援に関する協定」における協定実施細目第２条の規定に基づき、次のとおり運

用報告します。

機械および機器名称 出動場所 稼動状況
（運転日数及び運転時間） その他

担当者　　所属

　　　　　職氏名

　　　　　連絡先（TEL/FAX）
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６−１−６　東北地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定実施細則

（趣旨）

第�１条　この実施細則は、東北地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定（以下「協定」という。）の

実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

（応援の要請等の手続）

第２条　協定第４条に規定する応援主管事業者及び応援副主管事業者は、次の表のとおりとする。

２�　被災事業者が協定第５条第１項の規定により応援の要請を行う場合は、前項の区分に従い、第一に応援主管事業

者、第二に応援副主管事業者の順に行う。

　�　また、被災地域が広域で、上記による応援の要請等の手続きが困難な場合は、連絡がとれた応援事業者と応援活動

に係る連絡及び調整を行うものとする。この場合、連絡がとれた応援事業者が応援主管事業者の業務を遂行すること

とする。

　※応援要請に係るフローチャートを【別表１】に定める。

３�　協定第５条第１項の規定による応援の要請は、応援要請書（様式第１号）により行うものとする。ただし、そのい

とまのない場合は、電話、ファクシミリ、電子メール等により応援の要請を行い、後日応援要請書を速やかに提出す

るものとする。

４　被災事業者は、第２項の応援の要請を行う際には、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

　⑴　被災の状況に関する事項

　⑵　応援の内容に関する事項

　⑶　応援を要請する資機材等に関する事項

　⑷　応援を要請する人員に関する事項

　⑸　応援現場及びその経路

　⑹　応援の期間

　⑺　その他応援活動に関して必要な事項

５�　応援副主管事業者が、応援主管事業者に代わってその業務を遂行する場合において、次条以下の「応援主管事業

者」は「応援副主管事業者」と読み替えるものとする。

（指揮命令系統）

第�３条　被災事業者は、応援主管事業者に対して、応援を要する緊急の復旧作業の範囲を指示し、応援事業者は、応援

主管事業者からの指示のあった範囲内で応援活動を実施する。

被災事業者 応援主管事業者 応援副主管事業者

青森県内事業者 岩手県 山形県

岩手県内事業者 秋田県 福島県

秋田県内事業者 青森県 宮城県

宮城県内事業者 福島県 秋田県

山形県内事業者 宮城県 青森県

福島県内事業者 山形県 岩手県
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（応援主管事業者の業務等）

第４条　応援主管事業者は、被災事業者と連絡をとりながら、次に掲げる業務を実施する。

　⑴　被災事業者の被災等の情報収集及び情報の把握

　⑵　応援内容の把握

　⑶　他の応援事業者への応援活動の仕分け

　⑷　応援活動を行う場所への交通経路に係る情報収集

　⑸　国及び社団法人日本工業用水協会との連絡及び調整

　⑹　協定事業者相互の連絡及び調整

　⑺　その他応援活動に関して必要な業務

２�　応援主管事業者は、他の応援事業者に対し、前項の業務の一部及び応援活動の実施を求めることができるものと

し、協力依頼書（様式第２号）により依頼を行うものとする。他の応援事業者は、分担する業務について応援計画

を策定し、応援主管事業者に伝達するものとする。

３　応援主管事業者は、第１項の業務について応援計画を取りまとめ、被災事業者に伝達するものとする。

（物資等の携行等）

第�５条　応援事業者は、協定第７条の規定により、応援活動のため派遣する職員（以下「派遣職員」という。）に被

災状況に応じて作業用工具、当座の食糧、衣類、日用品その他必要な物資等を携行させるものとする。

２　派遣職員は、事業者名及び災害に係る応援活動に従事する旨がわかるよう名札等を付けるものとする。

（応援期間及び服務）

第�６条　派遣職員の応援期間は、同一の職員につき継続して１ヶ月未満を原則とし、その服務は、公務による出張と

する。

（受け入れ体制等）

第�７条　被災事業者は、派遣職員の宿舎、寝具、食事等の確保に努めるものとする。ただし、状況により、当該確保

を応援事業者に求めることができるものとする。

２�　被災事業者は、物資及び資機材の提供を受ける場合には、倉庫、資材置き場等を確保し、これらを管理するもの

とする。

３　被災事業者は、応援主管事業者に対し、被災状況、復旧状況等の情報を提供するものとする。

（応援の終了報告）

第�８条　応援事業者は、応援活動が終了したときは、自らが実施した応援活動の結果を取りまとめた書類を作成し、

応援主管事業者に送付するものとする。

２　応援主管事業者は、応援終了報告書（様式第３号）に前項の書類を添付し、被災事業者に送付するものとする。

（幹事事業者の選定及び情報の交換）

第９条　協定第８条に規定する関係資料等の必要な情報は、次のとおりとする。（様式第４号）

　⑴　応援に関する連絡担当部課及び責任者を記載した応援体制表

　⑵　連絡担当機関、出先機関、浄水場等の所在場所及び交通路を明記した地図

　⑶　物資及び資機材の備蓄状況
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２�　前項の情報の交換を円滑に行うため、協定事業者の中から協議により幹事事業者を選定する。任期は２年とし、

再任を妨げないものとする。

３�　各協定事業者は、第１項に規定する関係資料を毎年４月１日までに幹事事業者へ送付する。また幹事事業者は、

当該情報を取りまとめ、各協定事業者へ送付するものとする。

４�　協定事業者は、第１項各号の情報に変更が生じたときは、その都度、当該変更に係る情報を幹事事業者へ送付す

るものとし、幹事事業者は報告された情報を他の協定事業者へ送付するものとする。

５　幹事事業者は協定第１２条に規定する連絡会議の事務局を務めるものとする。

（経費の負担）

第10条　協定第９条第１項の規定による負担の区分は、【別表２】に定める。

２�　協定第９条第３項の規定により、応援事業者が応援に要した経費を一時立て替えて支弁した場合には、応援事業

者は原則として当該立て替えて支弁した年度内に被災事業者に対して当該経費を請求するものとする。

（連絡会議の開催等）

第11条　協定第12条に規定する連絡会議においては、次の各号に掲げる事項等を実施する。

　⑴　第９条第２項に規定する幹事事業者の選定

　⑵　第12条に規定する訓練の事前調整等

　⑶　相互応援に関する情報交換等

　⑷　協定第15条に規定する疑義事項の協議

（訓練）

第�12条　協定第13条の規定による訓練の実施に当たっては、協定に基づく応援活動が迅速かつ円滑に行われるよう、

第２条の規定に基づく応援の要請に関する演習を盛り込むよう努めるものとする。

２　前項の訓練については、第９条第２項に規定する幹事事業者が事務局を務めるものとする。

（その他）

第�13条　この実施細則に定めのない事項及びこの実施細則に関して疑義が生じたときは、その都度、協定事業者が協

議して定めるものとする。

（施行期日）

第14条　この実施細則は、平成30年３月１日から施行する。

　この実施細則の成立を証するため、本書17通を作成し、工業用水道事業担当課長等が記名押印の上、各自その１通

を保有する。

平成30年２月19日

青森県県土整備部整備企画課長　　　　田邊　順次　　　印　　　

六ヶ所村上下水道課長　　　　高村　健一　　　印　　　

岩手県企業局業務課総括課長　　　　細川　普基　　　印　　　
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一関市長　　　　勝部　　修　　　印　　　

宮城県企業局水道経営管理室長　　　　砂川　知哉　　　印　　　

村田町上下水道課長　　　　半沢喜代志　　　印　　　

秋田県産業労働部公営企業課長　　　　保坂　　伸　　　印　　　

大館市建設部水道課長　　　　岩谷　　浩　　　印　　　

山形県企業局水道事業課長　　　　荒木　和典　　　印　　　

東根市水道部水道課長　　　　佐藤　　広　　　印　　　

小国町地域整備課長　　　　加藤　康浩　　　印　　　

福島県企業局工業用水道課長　　　　青山　　徹　　　印　　　

郡山市上下水道局浄水課長　　　　小田　真司　　　印　　　

白河市水道部水道施設課長　　　　鈴木　裕之　　　印　　　

南相馬市建設部次長兼水道課長　　　　中目　　卓　　　印　　　

西郷村上下水道課長　　　　鈴木　茂和　　　印　　　

双葉地方水道企業団参事兼施設課長　　　　大塚　晴雄　　　印　　　



1155

◆
「
東
北
地
域
に
お
け
る
工
業
用
水
道
災
害
時
等
の
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
実
施
細
則
」
関
係

【
別
表
１
】
応
援
要
請
に
係
る
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

※
１
　
協
定
に
基
づ
く
も
の
で
は
無
い
が
、
災
害
時

に
必
要
な
報
告
で
あ
る
た
め
記
載
す
る
。

①
　
協
定
第
５
条
１
項
、
細
則
第
２
条

②
　
協
定
第
５
条
２
項
、
細
則
第
４
条
１
項

③
　
協
定
第
５
条
２
項
、
細
則
第
３
条

④
　
細
則
第
４
条
２
項
　
※
２
　
必
要
に
応
じ
て

⑤
　
細
則
第
４
条
２
項
　
※
３
　
必
要
に
応
じ
て

⑥
　
細
則
第
４
条
１
項
・
３
項

東
北
経
済
産
業
局

応
援
主
管
事
業
者

応
援
事
業
者

応
援
事
業
者

応
援
事
業
者

被
災
事
業
者

応
援
副
主
管
事
業
者

連
絡
が
と
れ
た
応
援
事
業
者（
社
）
日
本
工
業
用
水
協
会

連
携

被
害
報
告
※
１

①
　
応
援
要
請

④
　
業
務
の
一
部
負
担
依
頼
※
２

②
　
応
援
活
動
の
調
整

④
　
業
務
の
一
部
負
担
依
頼
※
２

②
　
応
援
活
動
の
調
整

④
　
業
務
の
一
部
負
担
依
頼
※
２

②
　
応
援
活
動
の
調
整

③
　
応
援
の
可
否
伝
達

⑤
　
応
援
計
画
の
伝
達
※
３

③
　
応
援
の
可
否
伝
達

⑤
　
応
援
計
画
の
伝
達
※
３

③
　
応
援
の
可
否
伝
達

⑤
　
応
援
計
画
の
伝
達
※
３

①
　
応
援
要
請

①
　
応
援
要
請

⑥
　
調
整
・
応
援
計
画
の
伝
達

⑥
　
調
整
・
応
援
計
画
の
伝
達

⑥
　
調
整
・
応
援
計
画
の
伝
達

１

２
　
応
援
主
管
事
業
者
が
被
災

し
、
対
応
が
困
難
で
あ
る
場
合 ２

３
　
応
援
主
管
事
業
者
、
応
援
副
主
管

事
業
者
い
ず
れ
も
被
災
し
た
場
合

３

連
携

連
携



1156

【別表２】費用の負担区分

被災事業者の負担すべき費用 応援事業者の負担すべき費用

人 件 費 等

・超過勤務手当
・深夜勤務手当
・特殊勤務手当
・管理職員特別勤務手当
・旅費（日当含む）

・給料
・地域手当等基本的な手当

管 材 料 費 ・継ぎ手、直管等

工 事 請 負 費

・材料費
・労務費
・機械器具損料
・諸経費等

車両、機材等の費用

・燃料費（ガソリン、軽油）
・修理費
・賃借料
・輸送費

・損料

滞 在 費

・食料費（弁当）
・宿泊費（仮設ハウス設置用、ホテル等宿泊費）

・携行する食料費
・携行する寝袋、テント等
・被服（防寒具、クリーニング代等）
・生活用品
・その他福利厚生費

そ の 他 事 務 費 等

・写真代（工事確認用）
・作業用消耗品
・通信費
・トランシーバー
・消化器
・地図
・コピー代

・写真代（記録・広報用）
・その他事務用品

補 償 関 係 費 用
・応援職員の傷病に対する応急的な治療費
・第三者に対する損害賠償金の負担（応援作業中）

・応援職員の災害補償費
・出張中の公務災害
・第三者に対する損害賠償金の負担（往復途上）
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６−２−１　災害復旧対策融資関係
　ア　農林漁業関係融資

　　�　被害を受けた農林漁業者、又は団体に対し、農林漁業の生産力の維持推進と経営の安定を図るための資金とし

て、天災融資法等により、それぞれの関係金融機関は、次のとおり融資する。

（令和４年12月現在）

種　　別 貸付対象者 貸　付　条　件 備　　　考限　度　額 利　　率 償�還�方�法
天災による被害農
林漁業者等に対す
る資金の融通に関
する暫定措置法に
よる資金融資（天
災資金）

ア�　被害農林漁業
者
　ア�　市町村長の
認定を受けた
被害農業者

200万円（政令資金
500万円）の範囲内
で天災ごとに政令
で定める。

年5.5％以内又は年
6.5％以内（開拓者
の場合は5 . 5％以
内）

天災ごとに政令で
定める。（3～7年
以内償還）

農業協同組合、森
林組合、漁業協同
組合又は金融機関
において貸付

　イ�　市町村長の
認定を受けた
被害林業者

200万円の範囲内で
天災ごとに政令で
定める。

年5.5％以内又は
年6.5％以内 〃

　ウ�　市町村長の
認定を受けた
被害漁業者

200万円（政令資金
500万円、漁具購入
資金5,000万円）の
範囲内で天災ごと
に政令で定める。

年5.5％以内又は
年6.5％以内

〃

　エ�　市町村長の
認定を受けた
特別被害地域
内の特別被害
農業者

200万円（政令資金
500万円）の範囲内
で天災ごとに政令
で定める。

年3.0％以内 天災ごとに政令で
定める
（７年以内償還）

　オ�　市町村長の
認定を受けた
特別被害地域
内の特別被害
林業者

200万円の範囲内で
天災ごとに政令で
定める。

年3.0％以内

〃

　カ�　市町村長の
認定を受けた
特別被害地域
内の特別被害
漁業者

200万円（政令資金
500万円）の範囲内
で天災ごとに政令
で定める。

年3.0％以内

〃

イ　被害組合
　�知事の認定を受
けた農業協同組
合、農業協同組
合連合会、森林
組合、森林組合
連合会又は水産
業協同組合

2,500万円
（連合会に対しては
5,000万円）

年6.5％以内 ３年以内償還 農業協同組合連合
会、森林組合連合
会、漁業協同組合
連合会又は金融機
関において貸付

青森県農林漁業災
害経営資金融通助
成条例による資金
融資

天災資金に準ずる
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（令和４年11月現在）

種　　別 貸付対象者 貸　付　条　件 備　　　考限　度　額 利　　率 償�還�方�法
日本政策金融公庫
資金（災害復旧事
業資金）

ア�　農業基盤整備
資金
　農業を営む者
　土地改良区等

貸付を受ける者が
当該年度に負担す
る額

年0.35％～0.80％
（融資期間により
異なる）

25年以内償還（10
年以内の据置期間
も含む）

災害の種類、災害
の時期を知事、市
町村長等が証明し
たものに限り貸付
する。

イ�　林業基盤整備
資金
　�森林組合、森林
組合連合会、農
業協同組合、中
小企業等協同組
合
　林業を営む者

A 年0.35％～0.95％
（融資期間により�
異なる）

Ｂ

ウ�　漁業基盤整備
資金
　漁業協同組合等

〃 〃
20年以内償還（3年
以内の据置期間も
含む）

エ�　農林漁業施設
資金（共同利用
施設）
　�土地改良区、土
地改良事業団体
連合会、農業協
同組合、農業協
同組合連合会、
森 林 組 合 連 合
会、漁業協同組
合等

〃 〃

20年以内償還（3年
以内の据置期間含
む）
（施設の種類によ
り特例あり）

オ�　農林漁業施設
資金（主務大臣
指定施設）
　�農業、畜産業、
林業又は漁業を
営むもの

次のいずれか低い額
ア　Ａ
イ�　１施設あたり
300万円（特認600
万円）
ウ�　漁船１隻あたり
1,000万円
その他、漁業種類に
よる特例あり

年0.35％～0.80％
（融資期間により
異なる）
　�激甚災害による
被害の程度が一
定以上の者は融
資後3年間に限り
さらに利率が軽
減する。

15年以内償還（3年
以内の据置期間を
含む）
果樹の改植又は補
植については25年
以内償還（10年以
内の据置期間を含
む

カ�　農林漁業セー
フティネット資
金
　�災害等により被
害を受けた農林
漁業者（市町村
の被災証明が必
要）

600万円
（ただし、農林漁
業経営の規模等か
ら、貸付限度額の
引上げが必要であ
ると認められる場
合 （ 簿 記 帳 簿 を
行っているものに
限る。）にあって
は、年間経営費の
12分の６に相当す
る額又は粗収益の
12分の６に相当す
る額のいずれか低
い額）

年0.35％～0.65％
（融資期間により�
異なる）

15年以内償還（う
ち据置期間3年以
内）

Ａ：貸付を受ける者の負担する額の 80％に相当する額。
Ｂ：造林　　　　　30 年以内償還（20 年以内の据置期間も含む）
　　樹苗養成施設　15 年以内償還（５年以内の据置期間も含む）
　　林道　　　　　20 年以内償還（３年以内の据置期間も含む）
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イ　災害応急復旧機械等の貸付

国は水田、畑地の干害対策事業、たん水防除事業及び災害復旧事業を実施するため、揚水ポンプ及び原動機並び

に土地改良機械、器具を次のとおり貸付する。

ウ　環境衛生関係融資

暴風、豪雨、地震や大規模な火災などの災害をうけた中小企業者の事業の復旧を図るための資金として、国民生

活金融公庫は次のとおり融資する。

種　　　　　別 貸　付　対　象　者
貸　　　付　　　条　　　件

備　　　　　考
貸　付　期　間 費　　　　　用 返　還　方　法

土地改良機械器具貸
付

地方公共団体、土地
改良区、土地改良区
連合会、農業協同組
合

１年以内 一定せず 借受人が土地改良技
術事務所へ返還

災害応急復旧を行う
ため国において貸付

種　　別 備　　　　考

国民生活
金融公庫
災害貸付

Ⅰ　会社・個人
（対象業種）
１．飲食店営業
・そば・うどん店
・中華料理店
・すし店
・料理店類
・社交（パー類）
・その他飲食店
２．喫茶店営業
３．食肉販売業
・食肉販売業
・食鳥肉販売業
４．氷雪販売業
５．理　容　業
６．美　容　業
７．興行場経営
８．旅　館　業
・ホテル・旅館営
業
・簡易宿所営業
９．浴　場　業
10．クリーニング業

資本金　5,000万円以下

又は
従業員 50人以下

但し、
１．資本金
・食肉・食

7,000万円
鳥肉卸売
・氷雪卸売

以下

・興 行 場 １億円
・クリーニング 以下

２．従業員
・食肉・食
鳥肉卸売 100人
・氷雪卸売 以下
・旅　　館

・クリーニング 300人以下

設備資金 7,200万円

但し、
クリーニング 9,600万円

興 行 場 ２億円

旅館 ３億円

浴場 ２億4,000万円
・既存浴場で２施設
以上の場合は４億
8,000万円

※とくに異例の災害の
場合は、災害の都度閣
議決定により定められ
る。
（各貸付ごとの融資限
度の額に１災害につき
3,000万円を加えた額
平成４年11月19日付け
衛指第288号）

各貸付ごとの
利率が適用と
なる。

Ⅰ一般設備貸
付基準利率

2.3％

Ⅱ振興事業貸
付基準利率

2.1％

（注）金融情
勢の変動の
より利率が
変更になる
場合がある。

（利率は平成
11年９月10日
現在）

①融資期間
10年以内　

②据置期間
２年以内

�貸付の窓口
〔直接貸付〕
国民生活金融公
庫

〔代理貸付〕
商 工 中 金
銀　　　行
信 用 金 庫
信 用 組 合

�添付書類
直接被害者の
場合、借入申込
に当たっては、
市区町村長又は
その委任をうけ
た者が発行する
罹災証明書が必
要である。

振興事業設備資金
１億5,000万円

但し、
浴　場
別枠 １億5,000万円
クリーニング ２億円
興行場 ５億3,000万円
旅館 ７億2,000万円

Ⅱ 厚生大臣から振興計画が認定された環境
衛生同業組合及び同小組合の組合員

（種別・規模は一般設備貸付に同じ）

振興事業運転資金
5,700万円

（設備資金とは別枠）

区
　
分

一
　
　
　
般
　
　
　
設
　
　
　
備
　
　
　
貸
　
　
　
付

振
　
興
　
事
　
業
　
貸
　
付

貸　　　付　　　対　　　象 貸　　　付　　　条　　　件

種　　　　　別 規　　　　　模 限　　度　　額 利　　　率 償還方法

1
4

4
4

2
4

4
4

3
1

2
3

1
2

3
1

4
2

4
3

1
4

4
2

4
4

3

1
4

2
4

3
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エ　商工業者関係融資

　被災した中小企業者の再建を促進するための資金として、㈱日本政策金融公庫（中小企業事業及び国民生活事業）及

び㈱商工組合中央金庫には、次のような融資制度がある。

（平成30年12月現在）

　被災した中小企業の復旧資金の融資の円滑化を図るため、県は特別保証融資制度を実施する。

（平成30年12月現在）

金融機関別 貸付対象 資金使途
貸　　付　　条　　件

貸付限度
利　　率 貸付期間 据置期間

日本政策
金融公庫
中小企業
事業

別に指定された
災害により被害
を被った中小企
業の方

設備資金
運転資金

基準利率
�（閣議決定により、
特別利率が適用さ
れる場合がありま
す。）

（設）
15年以内
（運）
10年以内

（設）
２年以内
（運）
２年以内

直接貸付
１億5,000万円
（別枠）
代理貸付
7,500万円
（別枠）

日本政策
金融公庫
国民生活
事業

別に指定された
災害により被害
を被った中小企
業者等

設備資金
運転資金

基準利率。ただし特
別貸付の災害貸付
で、特別利率対象設
備は該当する特別利
率。
（閣議決定により、
特別利率が適用さ
れる場合がありま
す。）

10年以内
（特別貸付の
災 害 貸 付 で
は、各貸付制
度に定められ
た期間）

２年以内
（特別貸付の
災 害 貸 付 で
は、各貸付制
度に定められ
た期間）

直接貸付
3,000万円
（別枠）
代理貸付
1,500万円
（別枠）

商工組合
中央金庫

災害により直接
的又は間接的に
被害を受けた当
金庫所属団体又
はその構成員

設備資金
運転資金

所定レート。
（貸出期間10年超と
なる場合は、５年毎
又は、各利払日毎に
金利見直しを行い、
見直し時点での長期
プライムレート又
は、短期プライム
レートを基準とした
金利を適用）

（設）
実情に応じ
20年以内
（運）
実情に応じ
10年以内

（設）�（運）
実情に応じ
３年以内

金融機関別 貸付対象 資金使途
貸　　付　　条　　件

貸付限度
利　　率 貸付期間 据置期間

制度に賛
同する金
融機関

県内に事業所を
有し、原則とし
て1年以上同一
事業を営んでい
る中小企業者
で、県が指定す
る災害等により
経営の安定に支
障を生じている
もの

設備資金
運転資金

年0.9% 10年以内 2年以内 3,000万円
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６−３−１　災害復旧対策生活保障関連
　⑴　公庫等による貸付及び融資

　　�　被害を受けて、困窮している低所得者及び母子世帯等に自立更正するのに必要な資金として県及び関係機関は、

次のとおり貸付する。

　　ア　社会福祉関係資金

種　　　　別 貸付対象者
貸　　付　　条　　件

備　　　　　考
限　度　額 利　　　率 償　還　方　法

生 活 福 祉 資 金
（福祉資金） 低所得世帯等 150万円 無利子又は�

年1.5％
6ヶ月据置
7年以内償還

県社会福祉協議会において�
貸付

母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金

母 子 世 帯
父 子 世 帯
寡 婦 世 帯

貸付の種類に
より一定せず

無利子又は
年1.0%

6ヶ月～1年据置
3～20年償還

県（地域県民局地域健康福
祉部）及び中核市において
貸付

災害援護資金貸付金 被 害 世 帯 350万円 無利子又は�
年3％以内

3年据置
10年償還

（据置期間含む）
市町村において貸付
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　　イ　住宅関係金融
	 住宅金融支援機構
一般災害共通	 Japan	Housing	Finance	Agency

自然災害で被災した住宅を復旧するための
災害復興住宅融資のお知らせ

地震、台風、大雨等の災害により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。�住宅金融支援機構では、災害
からの復興を支援させていただくため、災害復興住宅融資の受付を行っておりますので、お知らせいたします。
　※�　東日本大震災で被災された方は、融資金利等が異なります。「東日本大震災で被災した住宅を復旧するための�
災害復興住宅融資のお知らせ」をご覧ください。

■融資金利【平成29年７月21日現在】

　　◆建設・購入の場合

　　◆補修の場合

　　※��お申込み時の金利が適用される「全期間固定金利」です。
　　※���融資金利は、原則として毎月改定します。金利の詳細及び最新金利は、機構お客さまコールセンターにお問

合せいただくか、機構ホームページでご確認ください。（http://www.jhf.go.jp）

■融資限度額

　　◆建設の場合（土地を取得して住宅を建設する場合）
　　　基本融資額（建設資金）1,650万円＋基本融資額（土地取得資金）970万円
　　　＋基本融資額（整地資金）440万円＋特例加算額�510万円
　　◆補修の場合
　　　730万円（引方移転・整地を伴う場合は＋440万円）
　　　※�� �各所要額（建設費・補修費等）が上記金額よりも低い場合は、その金額が限度となります（10万円以上�

10万円単位）。融資限度額の詳細については、1,082ページをご覧ください。

■ご利用いただくためには
　　地方公共団体が発行した「り災証明書」の提出等の条件があります。

■お問合せ先・申込関係書類の請求先

　　�　被災された方からの融資等のご相談、「災害復興住宅融資のご案内」（パンフレット）及びお申込みに必要
な書類のご請求については、こちらへご連絡ください。

　　　住宅金融支援機構お客さまコールセンター（災害専用ダイヤル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　０１２０	-	０８６	-	３５３（通話料無料）
　　※�　国際電話等でご利用いただけない場合は、＜ＴＥＬ０４８-６１５-０４２０＞におかけください（通話料金

がかかります。）。
　　※�　電話相談は、土曜日及び日曜日も実施します（受付時間：�９：００～１７：００）（祝日及び年末年始を

除きます。）。

　このリーフレットは、災害復興住宅融資の概要を説明しています。融資制度の詳細は、機構お客さまコールセンター
にお問合せいただくか、機構ホームページ（http://www.jhf.go.jp）でご確認ください。

基本融資額 年�０．６３％
特例加算額 年�１．５３％

年�０．６３％
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ご利用いただける
方

次の⑴から⑷までの全てにあてはまることが必要です。
　※�　既に被災住宅の復旧が行われている場合は、原則として融資をご利用いただけませんので、ご注意
ください。

⑴�　自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付さ
れている方

　※�　災害復興住宅融資を利用される方には、申込時に「り災証明書」の写を提出していただきます。な
お、地方公共団体の「り災証明書」の交付が遅れる場合は、申込時に「り災届出証明書」の写等を提
出していただき、融資の契約時までに「り災証明書」の写を提出いただきます。

　※�　「り災証明書」とは、地方公共団体が現地調査等により被害状況を把握し、被災した住宅の被害程
度について証明する書類をいいます（名称は問いません。）。

　※�　被災者生活再建支援法（平成10年法律第66号）の長期避難世帯として認定された世帯の方は、当該
認定が解除されるまでの間、り災証明書の交付を受けていない場合であっても災害復興住宅融資（建
設）又は災害復興住宅融資（購入）をお申込みいただけます。ただし、認定解除後のお申込みに際し
ては、り災証明書の提出が必要となります。

　※�　被災住宅本体の補修に災害復興住宅融資をご利用されない場合でも、整地資金単独でのご利用が可
能です。ただし、整地資金単独でのご利用の場合でも、住宅に被害を受けた旨のり災証明書が必要で
す。また、被災住宅に係る補修工事の実施が必要です。

⑵�　ご自分が居住するために住宅を建設、購入又は補修する方
　※�　親孝行ローン（被害が生じた住宅に居住している満60歳以上の父母・祖父母等のために、建設、購
入又は補修を行う場合の融資）もご利用いただけます。災害により被害が生じた住宅の居住者が、融
資を利用する方又はその配偶者の直系の尊属であること等の要件があります。

　※�　被災者に貸すための住宅を建設、購入又は補修する場合も対象になります。この場合は、連帯保証
人が必要になること等の要件があります。被災者に貸すための住宅を建設、購入又は補修する場合に
ついては、機構にお問合せください。

⑶　年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合（総返済負担率）が次の基準を満たす方

　※�　全てのお借入れとは、災害復興住宅融資のほか、住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カード
ローン（クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。）等のお借
入れをいいます。

⑷　日本国籍の方又は永住許可等を受けている外国人の方

融資を受けること
ができる住宅

　※�　建設又は購入する場合で被災住宅が175㎡よりも広いときは、その広さまでの住宅が融資の対象と
なります。また、申込本人の親族も被災し、かつ、その親族が融資住宅に同居する場合は、被災した
親族の住宅部分の床面積を合算した面積を上限とすることができます。

　※　融資を受ける住宅には、居住室、台所及びトイレが備えられていることが必要です。
　※　店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約２分の１以上必要です。
　※�　被災親族同居（被災親族同居とは、別居していた直系親族の関係にある方がそれぞれ被災し、か
つ、新たに建設された住宅にこれらの方が同居することをいいます。）の場合の住宅部分の床面積
は、145㎡以上（新築住宅購入、リ・ユース（中古）住宅購入のマンションの場合は110㎡以上）175
㎡以下となります。

　※�　機構が定める技術基準に適合していることが必要です。また、地方公共団体等による現場審査を受
けることが必要です（現場審査の時期は、建設の場合は屋根工事完了時等、購入の場合は融資承認後
かつ竣工後、補修の場合は補修工事完了時です。）。

　※　お申込みは被災した住宅１戸につき、１申込みとなります。

・建� 設
・新築住宅購入
・�リ・ユース（中古）
住宅購入

・�住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「り災証明書」の
交付をされている方（「一部破損」を除きます。）
　※�　住宅が「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「り災証明書」を交付さ
れている方は、「り災証明書」（写）のほか、「住宅の被害状況に関す
る申出書」により、被災住宅の修理が不能又は困難であることを申し出
ていただいた場合は、申し込むことができます

　　（「一部破損」は対象になりません。）。
・補� 修 ・�住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」を交付されている方

年収 400万円未満 400万円以上
総返済負担率基準 30％以下 35％以下

建設 １戸当たりの住宅部分の床面積が13㎡以上175㎡以下の住宅

新築住宅購入

次の①・②ともに満たす住宅
①�　１戸当たりの住宅部分の床面積が50㎡（共同建ての場合は30㎡）以上175㎡
以下の住宅
②�　申込日において竣工から２年以内の住宅で申込日前に人が住んだことのな
い住宅であること。

リ・ユース
（中古）住宅購入

次の①から③までの全てを満たす住宅
①�　１戸当たりの住宅部分の床面積が50㎡（共同建ての場合は30㎡）以上175㎡
以下の住宅
②�　申込日において竣工から２年を超えている住宅又は既に人が住んだことが
ある住宅
③　機構の定める耐震性や劣化状況の基準等に適合する住宅

補修 床面積・築年数に関する制限はありません。
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抵当権 原則として、建物及び敷地に機構のための第１順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が
300万円以下の場合等については、抵当権の設定は不要です。
　※�　住宅金融支援機構からの借入残高（無担保のものに限る。）があり、融資額に当該残高を加えた額
が300万円超となる場合は、抵当権設定が必要となります。

　※　抵当権の設定費用（登録免許税、司法書士報酬等）は、お客さまのご負担となります。
　※�　建設又は購入の場合で、被災住宅に機構（旧公庫）の融資又はフラット３５（買取型）に係る抵当
権が設定されているときは、今回の災害復興住宅融資に係る抵当権と併せて抵当権を設定していただ
きます。

　※�　建設の場合で、敷地に他の借入金のための抵当権が設定されているときは、機構から抵当権者であ
る金融機関に対し災害復興住宅融資の抵当権等の融資条件について説明を行うこともできます。

　　�　なお、既に抵当権が設定されているため、敷地に機構の第１順位の抵当権を設定することができな
い場合は、融資対象となる建物及び敷地以外の土地（土地に建物が存在する場合は当該建物を含みま
す。）を担保提供いただくこと等の条件を満たすことにより、融資をご利用いただける場合がありま
す。ただし、審査の結果、融資をお断りしたり、融資額を減額する場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。

融資限度額 融資額は、各所要額の合計額又は次表の合計額のいずれか低い額が限度となります。（10万円以上10万円
単位）。
⑴建設

　（注１�）被災親族同居の場合は2,280万円が限度となります。被災親族同居とは、別居していた直系親
族の関係にある方がそれぞれ被災し、かつ、新たに建設された住宅にこれらの方が同居すること
をいいます。

　（注２�）賃借権を取得した場合の基本融資額（土地取得資金）は、580万円が限度となります。定期借
地権等を取得した場合の保証金についても、一定の条件を満たす場合は融資の対象となります
が、この場合の基本融資額（土地取得資金）は、380万円が限度となります。

　※　基本融資額（建設資金）と特例加算額（建設資金）の合計額は、建設費が限度となります。
　※�　特例加算額（建設資金）は、基本融資額（建設資金）を超えて借入れを希望する場合にご利用いた
だけます。

　※�　基本融資額（土地取得資金）及び基本融資額（整地資金）は、それぞれの所要額が限度となりま
す。

　※　基本融資額（土地取得資金）は、基本融資額（建設資金）と併せてご利用いただきます。
　※　損壊家屋の除去費用も融資対象として建設費に含めることができます。
　※　基本融資額（土地取得資金）は、り災日後に土地を取得した場合に限りご利用いただけます。
　※�　基本融資額（整地資金）は、住宅の建設に併せて行う堆積土砂の排除、切土、盛土、擁壁の築造を
行う場合等にご利用いただけます。

　※�　国、地方公共団体等から住宅建築に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額になる場合があ
ります。

⑵購入

（注�）被災親族同居の場合で敷地が所有権のときは、新築住宅購入、リ・ユース（中古）プラス住宅及び
リ・ユース（中古）プラスマンションは3,250万円、リ・ユース（中古）住宅及びリ・ユース（中
古）マンションは2,950万円が限度となります。被災親族同居とは、別居していた直系親族の関係に
ある方がそれぞれ被災し、かつ、新たに購入された住宅にこれらの方が同居する場合をいいます。　
※�　基本融資額（購入資金）には土地取得資金の970万円を含みます。また、敷地の権利が賃借権の
場合等の融資限度額は異なります。

　※　基本融資額（購入資金）及び特例加算額（購入資金）の合計額は、購入価額が限度となります。
　※　特例加算額（購入資金）は、基本融資額を超えて借入れを希望する場合にご利用いただけます。
　※　基本融資額（購入資金）は、土地取得のみの場合はご利用いただけません。
　※�　国、地方公共団体等から住宅購入に対する補助金を受ける場合は、融資額が減額になる場合があり
ます。

　⑶補修

（注�）整地資金と引方移転資金の両方の基本融資額を利用する場合は、合計で440万円が限度となりま
す。

　※�　基本融資額（補修資金）、基本融資額（整地資金）及び基本融資額（引方移転資金）は、それぞれ
の所要額が限度となります。

基本融資額 特例加算額
建設資金 土地取得資金 整地資金 建設資金

1,650万円（注１） 970万円（注2） 440万円 510万円

住　宅　の　区　分 基本融資額
（購入資金）

特例加算額
（購入資金）

新　築　住　宅 2,620万円（注）

510万円リ・ユース
（中古）住宅

リ・ユース（中古）住宅
リ・ユース（中古）マンション 2,320万円（注）

リ・ユース（中古）プラス住宅
リ・ユース（中古）プラスマンション 2,620万円（注）

基　　　本　　　融　　　資　　　額
補修資金 整地資金 引方移転資金
730万円 440万円（注） 440万円（注）
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　※�　被災した住宅を段階的に補修する場合に、補修工事の時期に応じて２回に分けて災害復興住宅融資
（補修）をご利用いただけます。段階的に補修を行う場合の先行して行う補修のための資金及び２回
目の補修のための資金の融資額の合計額は、上記金額が限度となります。

　※�　基本融資額（補修資金）は、被災住宅部分の補修のほか、補修に併せて行う増築工事や門塀だけの
補修にもご利用いただけます。

　※�　基本融資額（整地資金）は、被災住宅部分の補修に併せて行う堆積土砂の排除、切土、盛土、擁壁
の築造を行う場合等にご利用いただけます。

　※　基本融資額（引方移転資金）は、基本融資額（補修資金）と併せてご利用いただきます。
　※�　国、地方公共団体等から住宅の補修に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額になる場合が
あります。

返済期間 ◆申込区分・構造等による最長返済期間

　※　完済時年齢（親子リレー返済を利用する場合は後継者の年齢）の上限は80歳です。
　※　元金据置期間の設定に伴い返済期間を延長した場合も、完済時年齢の上限は80歳です。
　※　元金据置期間中は、元金の返済は行わず、利息のみの支払になります。

返済方法 元金均等毎月払い又は元利均等毎月払い
　※�　融資額が130万円以上の場合には、ボーナス併用払いをご利用いただけます。特例加算額の借入れ
を希望する場合で、特例加算額が120万円以下となるときは、基本融資額についてのみボーナス併用
払いがご利用いただけます。ただし、元金据置期間を設定する場合、据置期間中の返済は毎月払いの
みとなります。

　※　ボーナス払い分は、基本融資額と特例加算額の各融資額の10分の４以内で50万円単位となります。
　※　返済額の試算は、機構ホームページ又は機構お客さまコールセンターで行うことができます。

受付期間 り災日から２年間です。

保証人 必要ありません（被災者に貸すための住宅を建設、購入又は補修する場合は、保証人が必要です。）。

火災保険 返済終了までの間、融資の対象となる建物に、火災保険（損害保険会社の火災保険又は法律の規定による
火災共済）を付けていただきます。建物の火災による損害を補償対象としていただきます。保険金額は、
融資額以上＊とします。
＊融資額が損害保険会社の定める評価基準により算出した金額（評価額）を超える場合は、評価額としま
す。
　※　火災保険料は、お客さまのご負担となります。

団体信用
生命保険

機構団体信用生命保険特約制度にご加入いただけます。万一の場合に備え、是非ご加入ください。
　※　特約料は、お客さまのご負担になります。

融資手数料 必要ありません。

お申込みに必要な
主な書類

⑴�　災害復興住宅資金借入申込書、資金計画・返済計画表、個人情報の取扱いに関する同意書及び商品概
要説明書
⑵�　運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード又は住民基本台帳カード（氏名、住所及
び生年月日が記載されたもの）のいずれかの写（原本提示）
⑶　り災証明書の写（原本提示）
⑷　申込人の収入及び納税に関する公的証明書
⑸�　82円切手を貼った封筒（融資予約（承認）通知書送付用のもので、借入申込書と併せて専用封筒を配
布します。）
⑹　その他審査上必要な書類

お申込先 郵送により機構本店郵送申込係にお申込みください。
　※　契約や返済等の手続は、お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関で行います。

【ご注意】
　⑴�　お申込みの条件を満たしている場合であっても、審査の結果、融資をお断りすること又は融資額を希望の額から減額するこ
とがあります。

　⑵�　お申込みに当たり、申込本人及び連帯債務者の個人信用情報が機構の加盟する個人信用情報機関及び同機関と提携する個人
信用情報機関に登録されている場合は、その個人信用情報を機構の融資審査に利用します。また、融資に当たり、融資内容を
同機関に登録します。

　⑶�　反社会的勢力である者からの借入申込みは、一切お断りします。また、借入申込後に反社会的勢力であることが判明した場
合は、直ちに手続を中止し、ご融資はいたしません。

・建設
・新築住宅購入
（10年以上１年単位）

耐火・準耐火・木造（耐久性） 35年以内

融資の契約の日から３年
以内の元金据置期間を
設定できます。返済期間
は据置期間分延長されま
す。

木造（一般）� 25年以内

リ・ユース（中古）
住宅購入
（10年以上１年単位）

リ・ユース（中古）プラス住宅 35年以内
リ・ユース（中古）住宅 25年以内
リ・ユース（中古）プラスマンション 35年以内
リ・ユース（中古）マンション 25年以内

補修
（１年以上１年単位） 20�年以内

返済期間内で、融資の契
約の日から１年間の元
金据置期間を設定できま
す。返済期間は延長され
ません。
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６−３−２　被災者生活再建支援制度

⑴被災者生活再建支援法に基づく支援金

目 的
自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観
点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めるこ
とにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に
資することを目的とする。

対象となる
自 然 災 害

①　災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村
②　10 世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村
③　100 世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県
④�　①又は②の市町村を含む都道府県で、５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人
口 10 万人未満に限る）
⑤　①～③の区域に隣接し、
　　５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 10 万人未満に限る）
⑥　①若しくは②の市町村を含む都道府県又は③の都道府県が２以上ある場合に、
　　５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 10 万人未満に限る）
　　２世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口５万人未満に限る）

※④～⑥の人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措置あり（合
併した年と続く５年間の特例措置）

対象となる
被 災 世 帯

上記の自然災害により
①　住宅が「全壊」した世帯
②　住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③　災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④�　住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊
世帯）
⑤�　住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯（中規模半
壊世帯）

支 給 支 援
金 の 額

支給額は、以下のとおり。（※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額）

基礎支援金
（住宅の被害程度）

加算支援金
（住宅の再建方法）

計

①全壊
②解体
③長期避難

１００万円

建設・購入 ２００万円 ３００万円

補修 １００万円 ２００万円
賃借（公営住
宅を除く）

５０万円 １５０万円

④大規模半壊 ５０万円

建設・購入 ２００万円 ２５０万円

補修 １００万円 １５０万円
賃借（公営住
宅を除く）

５０万円 １００万円

⑤中規模半壊 ―

建設・購入 １００万円 １００万円

補修 ５０万円 ５０万円
賃借（公営住
宅を除く）

２５万円 ２５万円
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⑵青森県被災者生活再建支援金

目 的
自然災害によりその居住する住宅に著しい被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建
支援法が適用されない場合に、その居住する住宅の再建を支援し、もって県民の生活の安
定と被災地の速やかな復興を図ることを目的とする。

対象となる
自 然 災 害

①　1世帯以上の住宅全壊被害が発生した自然災害
②　その他知事が特に必要と認める自然災害

対象となる
被 災 世 帯
及 び
支給支援金の額

被災者生活再建支援法に基づく支援金制度と同様。
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６−３−３　災害により被災した県民の住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書

　青森県（以下「甲」という。）及び独立行政法人住宅金融支援機構（以下「乙」という。）は、地震、風水害等の災

害により被災した県民の住宅の早期復興を支援するため、青森県地域防災計画に基づき甲が実施する施策への乙の協力

に関して、次のとおり協定を締結した。

（情報の交換）

第�１条　甲及び乙は、この協定に基づき、被災した県民の住宅の早期復興への支援を円滑に行うため、次の情報を適時

適確に交換する。

　一　住宅に関連する防災、被災した県民の住宅の再建等に関する施策及び融資制度

　二　災害による被害の状況及び被災した県民から寄せられた住宅の復興等に関する要望

　三　連絡窓口となる部署名並びに連絡責任者及び補助者の職名及び氏名

　四　連絡窓口との連絡方法

　五　その他被災した県民の住宅の早期復興への支援に関し必要な事項

（住宅相談窓口の開設）

第�２条　乙は、「住宅相談窓口」を速やかに甲から要請のあった場所に開設し、被災した県民からの住宅再建及び住宅

ローンの返済に関する相談に対応し、被災した県民の住宅の早期復興を支援するものとする。

２�　甲は、前項の「住宅相談窓口」の開設及び運営に当たって、場所の確保その他乙から要請を受けた事項について、

乙に協力するものとする。

（職員の派遣）

第３条　乙は、前条第１項の相談に対応するため、「住宅相談窓口」に職員を派遣するものとする。

２�　乙は、前条第１項の相談への対応のほか、被災した県民の住宅の早期復興を支援するため特に要請を受けたとき

は、甲と協議の上、甲から要請のあった場所に職員を派遣する。

（住宅ローン返済中の県民への支援）

第�４条　乙は、乙の住宅ローンを返済中に被災した県民に対して、当該住宅ローンの支払の猶予、返済期間の延長等の

措置を法令、乙が定める規定等に従って講ずるものとする。

（周知）

第�５条　乙は、乙の災害復興住宅融資の内容、第２条の「住宅相談窓口」の場所、前条の措置の内容等について、被災

した県民に対して積極的に周知するものとする。

２　甲は、被災地の市町村の窓口等を通じて、前項の周知に協力するものとする。

（施策実施上の課題等の調整）

第�６条　甲及び乙は、住宅に関連する防災、被災した県民の住宅の再建等に関する甲の施策及び乙の災害関連業務の円

滑な実施に資するため、甲がこれらの施策を実施するに当たり発生する乙の融資及び債権管理上の課題等への対応に

ついて、調整を行うものとする。
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（協議）

第�７条　この協定に定めるもののほか、被災した県民の住宅の早期復興への支援に当たり必要な事項については、そ

の都度、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。

（適用等）

第８条　この協定は、平成27年２月23日から適用する。

２�　青森県知事と住宅金融公庫東北支店長との間で締結した平成17年９月15日付け「災害時における住宅復興に向け

た協力に係る基本協定書」は廃止する。

　この協定の成立を証するため、本協定書を２通作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有する。

　　平成27年２月23日

　　　　　　　　　　　　　　甲　　青森県

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青森県知事　　三村　申吾　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　乙　　独立行政法人住宅金融支援機構

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　　　宍戸　信哉　　　　　　
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巻末　災害時応援協定等一覧表
（令和４年９月現在）

協定等の名称 協定等締結先 締結年月日 担当課

相
互
応
援

1 大規模災害時の北海道・東北８道
県相互応援に関する協定 北海道・東北６県、新潟県 H�7.10.31 防災危機管理課

2 全国都道府県における災害時の広
域応援に関する協定 全都道府県 H�8.�7.18 防災危機管理課

3
消防防災ヘリコプターの運航不能
期間等における北海道・東北８道
県相互応援協定

北海道・東北６県、新潟県 H12.�3.�1 防災危機管理課

4 原子力災害時の相互応援に関する
協定 １４道府県 H13.�1.31 原子力安全対策

課

報
道

5 災害時における放送要請に関する
協定 ＮＨＫ S39.�9.�1 防災危機管理課

6 災害時における放送要請に関する
協定 ＲＡＢ S39.�9.10 防災危機管理課

7 災害の発生に係る放送の要請に関
する協定書 ＡＴＶ S48.�8.�1 防災危機管理課

8 災害の発生に係る放送の要請に関
する協定書 ＡＦＢ S62.�6.19 防災危機管理課

9 災害の発生に係る放送の要請に関
する協定書 ＡＢＡ H�3.12.�6 防災危機管理課

10 災害時における報道要請に関する
協定 新聞１１社 H�9.�6.16�

～ 7.�3 防災危機管理課

11 地域防災パートナーシップ協定 ＲＡＢ R3.12.20 防災危機管理課

医
療
救
護

12 災害救助に関する委託契約 日本赤十字社 S35.�9.21 健康福祉政策課

13 青森県緊急医療品等供給対策連絡
会運営要綱 青森県医療品卸組合等 S51.�8.�3 医療薬務課

14 災害時の医療救護に関する協定 公益社団法人青森県医師会 H�2.�1.16 医療薬務課

15 青森空港医療救護活動に関する協
定 公益社団法人青森県医師会 H�5.�3.30 港湾空港課

16 災害時における医療機器等の供給
に関する協定 青森県医療機器販売業協会 H25.�3.28 医療薬務課

17 災害時における医療用ガス等の供
給に関する協定

一般社団法人日本産業・医
療ガス協会東北地域本部医
療ガス部門青森県支部

H25.�3.28 医療薬務課

18 災害時の歯科医療救護に関する協
定書

一般社団法人青森県歯科医
師会 R2.2.4 がん・生活習慣

病対策課

19 災害時の看護職による医療救護活
動に関する協定書

公益社団法人青森県看護協
会 R4.3.30

輸
送

20 災害時における救援物資等の緊急
輸送等に関する協定

公益社団法人青森県トラッ
ク協会 H10.�4.17 交通政策課

21 災害時における船舶による輸送の
確保に関する協定 東北内航海運組合 H19.�3.15 交通政策課

22 災害時等におけるバスによる人員
等の輸送に関する協定書

公益社団法人青森県バス協
会 H29.�3.27 交通政策課

23 災害時等におけるタクシーによる
人員の輸送等に関する協定

一般社団法人青森県タク
シー協会 H31.�1.17 交通政策課

24 災害時における船舶による輸送の
確保等に関する協定書 津軽海峡フェリー株式会社 R3.3.10 防災危機管理課
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協定等の名称 協定等締結先 締結年月日 担当課

輸
送

25 災害時における船舶による輸送の
確保等に関する協定書

青函フェリー（北日本海運株
式会社、共栄運輸株式会社） R3.4.22 防災危機管理課

26 災害時における船舶による輸送の
確保等に関する協定書 川崎近海汽船株式會社 R4.3.1 防災危機管理課

27 災害時における物資の輸送・荷役
等に関する協定書

一般社団法人ＡＺ - ＣＯＭ
丸和・支援ネットワーク R4.9.21 防災危機管理課

物
資
供
給

28 災害時における応急生活物資供給
等の協力に関する協定

全国農業協同組合連合会青
森県本部 R4.1.25 防災危機管理課

29 災害時における応急生活物資供給
等の協力に関する協定 青森県生活協同組合連合会 R4.1.31 防災危機管理課

30 災害時における飲料供給に関する協定 サントリーフーズ（株） R4.1.17 防災危機管理課

31 災害時における飲料供給に関する協定 みちのくコカ・コーラボト
リング（株） R4.1.24 防災危機管理課

32 災害時における物資の供給に関す
る協定 （株）ローソン R4.3.1 防災危機管理課

33 災害時における物資の供給に関す
る協定 （株）ユニバース R4.1.1.7 防災危機管理課

34 災害時における物資の供給に関す
る協定 （株）ファミリ－マ－ト R4.1.18 防災危機管理課

35 災害時における物資の供給に関す
る協定 イオングループ R4.1.31 防災危機管理課

36 災害時における物資の供給に関す
る協定 （株）イトーヨーカ堂 H22.�1.�7 防災危機管理課

37 災害時における航空機燃料の調達
及び輸送に関する協定 （有）船水礦油販売 H23.10.14 防災危機管理課

38 大規模災害時における航空機への
給油に関する協定 弘済企業（株） H23.10.20 防災危機管理課

39 災害時における物資の供給に関す
る協定

ＮＰＯ法人コメリ災害対策
センター R3.12.23 防災危機管理課

40 災害時における物資の供給に関す
る協定 ＤＣＭ（株） H23.12.19 防災危機管理課

41 災害時における物資の供給に関す
る協定 （株）工藤パン R4.3.29 防災危機管理課

42 災害時における物資の供給に関す
る協定 （株）マエダ H24.�2.27 防災危機管理課

43 災害時における物資の供給に関す
る協定 日糧製パン（株） H24.12.18 防災危機管理課

44 災害時の物資供給等に関する協定 （株）セブン-イレブン・ジャパン H27.6.10 防災危機管理課

45 災害時における飲料等の供給に関
する協定 大塚製薬（株） R4.1.24 防災危機管理課

46 災害時における物資の供給に関す
る協定 （株）横浜ファーマシー R4.1.17 防災危機管理課

47 災害時における物資の供給に関す
る協定 紅屋商事（株） R4.1.18 防災危機管理課

48 災害時における段ボール製品の調
達に関する協定 東日本段ボール工業組合 R1.12.24 防災危機管理課

49 災害時における衣料品等の供給に
関する協定

株式会社ファーストリテイ
リング R4.3.29 防災危機管理課

50 災害時における物資の供給に関す
る協定 株式会社赤ちゃん本舗 R4.5.9 防災危機管理課
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協定等の名称 協定等締結先 締結年月日 担当課

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

51 水道災害相互応援協定 市町村 S44.�4.�1 保健衛生課

52 災害時における石油燃料の調達及
び安定供給に関する協定

青森県石油商業組合、青森
県石油商業協同組合 H24.�8.24 商工政策課

53 災害時における通信設備復旧等の
協力に関する協定

東日本電信電話（株）、（株）
ＮＴＴドコモ H25.�2.27 防災危機管理課

54
災害時における液化石油ガス及び
応急対策用資機材の調達に関する
協定

一般社団法人青森県エル
ピーガス協会 H25.�3.27 消防保安課

55 災害時における通信設備復旧等の
協力に関する協定 ＫＤＤＩ（株） H25.�7.16 防災危機管理課

56 災害時における通信設備復旧等の
協力に関する協定 ソフトバンク（株） H25.12.16 防災危機管理課

57 災害時における災害応急対策業務
の支援に関する協定

東北電力（株）、東北電力ネッ
トワーク㈱ R3.3.1 警察本部警備第

二課

58 災害時における通信設備復旧等の
協力に関する協定 楽天モバイル ( 株 ) R4.4.21 防災危機管理課

交
通

59 災害時における交通誘導業務等に
関する協定

一般社団法人青森県警備業
協会 H�9.�3.10 警察本部保安課

60
災害が発生した場合の通行の妨害
となっている放置自動車等の排除
活動に関する覚書

一般社団法人日本自動車連
盟東北本部青森支部 H17.�3.25 警察本部交通規

制課

61
災害が発生した場合の通行の妨害
となっている放置自動車等の排除
活動に関する覚書

（有）城北自動車 H20.12.18 警察本部交通規
制課

62 家畜伝染病発生時等における交通
誘導警備業務等に関する協定

一般社団法人青森県警備業
協会 H25.10.�1 畜産課

建
設
・
土
木

63 下水道事業における災害時支援に
関するルール

地方整備局等、全都道府県、
下水道関係団体等 H�8.�1 都市計画課

64 災害時における応急仮設住宅の建
設に関する協定

一般社団法人プレハブ建築
協会 H�8.�3.18 建築住宅課

65 被災建築物応急危険度判定要綱 国土交通省、全都道府県、
建築関係団体等 H�9.10.29 建築住宅課

66 地震災害時における応急危険度判
定の実施に関する協定

一般社団法人青森県建築士
会 H�9.�8.�5 建築住宅課

67 被災宅地危険度判定実施実施要綱 国土交通省、全都道府県、
独立行政法人都市再生機構 H�10.2.�6 建築住宅課

68 大規模災害時における応急対策業
務に関する協定

一般社団法人青森県建設業
協会 H10.�3.10 整備企画課

69 災害時における応急対策業務に関
する協定

一般社団法人日本建設業連
合会東北支部 H19.�2.19 整備企画課

70
災害時における避難所等の管工事
の復旧活動に係る応急対策に関す
る協定

一般社団法人青森県空調衛
生工事業協会 H20.�3.28 財産管理課

71 災害時における応急対策業務に関
する協定

一般社団法人青森県測量設
計業協会 H21.�3.16 整備企画課

72 災害時における応急対策業務に関
する協定

公益社団法人日本下水道管
路管理業協会 H24.�1.23 都市計画課

73 大規模災害時における建築物等の
解体撤去の協力に関する協定

一般社団法人青森県解体工
事業協会 H24.�5.10 防災危機管理課

74
漁港・漁場・漁村の大規模災害時
における応急対策業務に関する協
定

一般社団法人全日本漁港建
設協会青森県支部、一般社
団法人全日本漁港建設協会

H24.11.�9 漁港漁場整備課
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協定等の名称 協定等締結先 締結年月日 担当課

建
設
・
土
木

75 東北地域における工業用水道災害
時等の相互応援に関する協定

六ヶ所村、岩手県、一関
市、宮城県、村田町、秋田
県、大館市、山形県、東根
市、小国町、福島県、白河市、
南相馬市、西郷村、双葉地
方水道企業団

R4.3.7 整備企画課

76 災害時における応急対策業務に関
する協定

一般社団法人建設コンサル
タンツ協会東北支部 H25.11.13 整備企画課

77 災害時における応急対策業務に関
する協定

一般社団法人プレストレス
ト・コンクリート建設業協
会東北支部

H25.11.13 道路課

78 災害時における応急対策業務に関
する協定

一般社団法人日本橋梁建設
協会 H25.11.13 道路課

79 災害時における応急対策業務に関
する協定

八戸港湾運送（株）、新丸港
運（株）、八戸通運（株）、
八戸臨港倉庫（株）、八戸運
輸倉庫（株）、中部飼料（株）、
八戸飼料（株）、ＪＡ全農北
日本くみあい飼料（株）、ナ
ラサキスタックス（株）

H26.�7.30 港湾空港課

80 災害時における木造応急仮設住宅
の建設に関する協定

一般社団法人全国木造建設
事業協会 H�28.�2.�9 建築住宅課

81 港湾関係での災害発生時における
応急対策業務に関する包括的協定

東北地方整備局、東北六県、
一般社団法人海洋調査協会、
一般社団法人港湾技術コン
サルタンツ協会、一般社団
法人日本埋立浚渫協会東北
支部、一般社団法人日本海
上起重技術協会東北支部、
一般社団法人日本潜水協会、
全国浚渫業協会日本海支部、
全国浚渫業協会東日本支部、
東北港湾空港建設協会連合
会

H28.�2.29 港湾空港課

82 災害時における応急対策業務に関
する協定

一般社団法人日本補償コン
サルタント協会東北支部青
森県部会

R2.3.25 監理課

83 災害時における応急仮設住宅の建
設に関する協定

一般社団法人日本ムービン
グハウス協会 R3.12.20 建築住宅課

84 災害時における建設資材調達に係
る情報提供等に関する協定

公益社団法人全国土木コン
クリートブロック協会東北
地区協議会

R4.3.17 整備企画課

85 災害時における応援協力に関する
協定

青森県砕石事業協同組合連
合会 R4.3.17 整備企画課

74 災害時における応急対策業務に関
する協定

一般社団法人日本補償コン
サルタント協会東北支部青
森県部会

R2.3.25 監理課

廃
棄
物

86 無償団体救援協定（災害一般廃棄
物の収集・運搬）

青森県環境整備事業協同組
合 H16.12.�7 環境政策課

87 災害時における災害廃棄物の処理
等に関する協定書

一般社団法人青森県産業廃
棄物協会 H20.�3.19 環境政策課
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協定等の名称 協定等締結先 締結年月日 担当課

航
空
事
故

88
大湊飛行場周辺において航空事故
及び航空事故に伴う災害が発生し
た場合の連絡調整体制の整備に関
する協定

むつ市、海上自衛隊等 S55.�4.12 防災危機管理課

89
八戸飛行場周辺における航空事故
処理のための連絡調整に関する協
定書

周辺市町、陸上自衛隊等 H�2.�4.�6 防災危機管理課

90
三沢飛行場周辺における航空事故
処理のための連絡調整に関する協
定書

周辺市町村、航空自衛隊等 H�3.10.25 防災危機管理課

そ
の
他

91 災害時における動物救護活動に関
する協定

公益社団法人青森県獣医師
会 H22.�2.10 保健衛生課

92
災害時における棺及び葬祭用品の
供給等並びに遺体の搬送等の協力
に関する協定

青森県葬祭事業協同組合、
全日本葬祭業協同組合連合
会

H24.�2.�2 保健衛生課

93 災害時における資機材のリースに
関する協定

一般社団法人日本建設機械
レンタル協会青森支部 H24.�3.23 防災危機管理課

94 大規模災害時における救援活動等
の協力に関する協定

公益社団法人隊友会青森県
隊友会 H24.�3.28 防災危機管理課

95 災害時における災害救助犬の出動
に関する協定

特定非営利活動法人災害救
助犬ネットワーク H24.�5.23 防災危機管理課

96 災害時における捜索犬の出動に関
する協定

特定非営利活動法人北東北
捜索犬チーム H24.�5.23 防災危機管理課

97 災害時における物資の保管等に関
する協定 青森県倉庫協会 H24.�8.10 防災危機管理課

98 災害時における宿泊施設の提供等
に関する協定

青森県旅館ホテル生活衛生
同業組合 H28.�11.17 健康福祉政策課

99 災害時における民間賃貸住宅の被
災者への提供に関する協定

公益社団法人青森県宅地建
物取引業協会 H24.�9.19 建築住宅課

100 災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定
公益社団法人全日本不動産
協会青森県本部 H24.�9.19 建築住宅課

101 災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書 石油連盟 H25.�1.23 商工政策課

102 防災への取り組みに関する協定 グ ー グ ル�(Google�Ireland�
Limited.) H25.�6.24 防災危機管理課

103 災害時における発電機設備使用に関する協定
ＪＸ日鉱日石エネルギー
（株） H26.�3.�6 行政経営管理課

104 災害時における物資の受入及び配送等に関する協定 ヤマト運輸（株） H26.�8.27 防災危機管理課

105
災害により被災した県民の住宅の
早期復興に向けた協力に関する協
定

（独）住宅金融支援機構 H27.�2.23 建築住宅課

106 災害時における被災者支援のための業務に関する協定書 青森県行政書士会 H27.�9.28 総務学事課

107 災害時における情報発信等に関する協定 ヤフー（株） H27.10.15 防災危機管理課

108 災害時における物資の受入等に関する協定 丸大堀内（株） H29.�1.24 防災危機管理課

109 家畜伝染病における緊急対策業務に関する協定 青森県農村整備建設協会 H20.�3.�5 農村整備課
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協定等の名称 協定等締結先 締結年月日 担当課

そ
の
他

110 災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定
公益社団法人全国賃貸住宅
経営者協会連合会 H30.�7.�30 建築住宅課

111 災害時における応援協力に関する協定
青森県生コンクリート工業
組合 H30.�8.�31 防災危機管理課

112 災害時における応援協力に関する協定 東北港運協会 H31.1.�24 防災危機管理課

113 東北地方における災害等の相互応援に関する協定
東北地方整備局、東北六県、
仙台市、東日本高速道路（株） H31.3.25 防災危機管理課

114 災害時におけるレンタカーの提供に関する協定
株式会社トヨタレンタリー
ス青森 R1.9.13 防災危機管理課

115 災害時における電動車両等の貸与に関する協定
青森三菱自動車販売㈱、三
菱自動車工業㈱ R2.3.23 防災危機管理課

116
災害時における棺及び葬祭用品の
供給等並びに遺体の搬送等の協力
に関する協定

一般社団法人全日本冠婚葬
祭互助協会 R2.3.26 保健衛生課

117 農地・農業用施設災害復旧に対する支援調整に関する協定書
青森県土地改良事業団体連
合会、青森県土地改良調査
設計技術協会

R2.6.29 農村整備課

118 青森県動物愛護管理推進企業等連携協定 学校法人北里研究所 R2.12.14 保健衛生課

119 災害時における電動車両等の貸与に関する協定
一般社団法人日本自動車販
売協会連合会青森県支部 R3.3.29 防災危機管理課

120 災害時における天幕等の供給に関する協定 太陽工業株式会社 R3.11.1 防災危機管理課
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